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我が国の人口の推移と長期的な見通し
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実績（1960～2013年）

「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位（死亡中位））

合計特殊出生率が上昇した場合（2030年1.8程度、2040年2.07程度）

（参考１）合計特殊出生率が2035年に1.8程度、2045年に2.07程度となった場合

（参考２）合計特殊出生率が2040年に1.8程度、2050年に2.07程度となった場合

（注１）実績は、総務省統計局「国勢調査」等による（各年10月1日現在の人口）。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」は出生中位
（死亡中位）の仮定による。2110～2160年の点線は2110年までの仮定等をもとに、まち・ひと・しごと創生本部事務局において機械的に延長したものである。

（注２）「合計特殊出生率が上昇した場合」は、経済財政諮問会議専門調査会「選択する未来」委員会における人口の将来推計を参考にしながら、合計特殊出生率が2030
年に1.8程度、2040年に2.07程度（2020年には1.6程度）となった場合について、まち・ひと・しごと創生本部事務局において推計を行ったものである。

2008年12,808万人（概ねピーク）

2013年12,730万人

2060年 10,194万人
(参考1)10,030万人
(参考2) 9,884万人 2110年 9,026万人

(参考1) 8,675万人
(参考2) 8,346万人

2110年4,286万人

2060年8,674万人

○国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」によると、2060年の総人口は約8,700万
人まで減少すると見通されている。
○仮に、合計特殊出生率が2030年に1.8程度、2040年に2.07程度（2020年には1.6程度）まで上昇すると、2060年の
人口は約１億200万人となり、長期的には9,000万人程度で概ね安定的に推移するものと推計される。
○なお、仮に、合計特殊出生率が1.8や2.07となる年次が５年ずつ遅くなると、将来の定常人口が概ね約300万人程度少
なくなると推計される。

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」等掲載資料より



我が国の高齢化率の推移と長期的な見通し

○「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」では、高齢化率（65歳以上人口比率）は、将来的に41％程度まで上昇
すると見通されているが、仮に、出生率が上昇すれば、2050年の35.3％をピークに、長期的には、27％程度まで低下
するものと推定される。
○さらに、将来的に健康寿命の延伸等に伴って高齢化率の対象年齢が「70歳以上」まで上昇するとすれば、高齢化率
（70歳以上人口比率）は、概ね21％程度まで低下することとなる。
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65歳以上人口比率（「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位（死亡中位）））

65歳以上人口比率（合計特殊出生率が上昇した場合）

70歳以上人口比率（実績：1960～2013年）

70歳以上人口比率（合計特殊出生率が上昇した場合）

仮に、2060年以降高齢化率の対象年齢が上昇した場合（合計特殊出生率が上昇した場合）

65歳以上人口比率

70歳以上人口比率

2067年以降41％程度で推移

2090年以降27％程度で推移

21％程度で推移
さらに、仮に、2060年か
ら2110年にかけて高齢
化率の対象年齢が「70
歳以上」まで（概ね10年
ごとに１歳程度のペー
スで）上昇した場合

「日本の将来推計人口
（平成24年1月推計）」
（出生中位（死亡中位））

合計特殊出生率が
上昇した場合

2050年35.3％
（ピーク）

（注１）実績は、総務省統計局「国勢調査結果」「人口推計」による。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」は出生中位（死亡中位）の
仮定による。2110～2160年の点線は2110年までの仮定等をもとに、まち・ひと・しごと創生本部事務局において機械的に延長したものである。

（注２）「合計特殊出生率が上昇した場合」は、経済財政諮問会議専門調査会「選択する未来」委員会における人口の将来推計を参考にしながら、合計特殊出生率が2030
年に1.8程度、2040年に2.07程度（2020年には1.6程度）となった場合について、まち・ひと・しごと創生本部事務局において推計を行ったものである。

「65歳以上」⇒
「70歳以上」

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」等掲載資料より

地域別の高齢化率の長期的な見通し

○現状のままで推移したとすれば、一都三県においても、他の道府県においても、2070～80年頃以降、高齢化率は41％
程度で推移するものと推計される。
○仮に、2040年までに、現行程度の地域間の出生率格差を残しつつ全国の合計特殊出生率が2.07程度まで上昇し、移動
が均衡した場合には、高齢化率は、他の道府県では、2045年頃の35％程度をピークに25～26％程度まで低下、一都三
県では、2055年頃の38％程度をピークに30～31％程度まで低下すると推計される。

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」等掲載資料より
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都道府県別 高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し（2010年→2060年）

2010年（実績）

2060年（社人研推計準拠）

2060年（出生率上昇、移動均衡）
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一都三県、他の道府県別 高齢化率（65歳以上人口比率）の見通し

一都三県（社人研推計準拠）

他の道府県（社人研推計準拠）

一都三県（出生率上昇、移動均衡）

他の道府県（出生率上昇、移動均衡）

（注１）2010年（実績）は、総務省統計局「国勢調査結果」による。
（注２）「社人研推計準拠」は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」の2040年までの傾向を延長して、まち・ひと・

しごと創生本部事務局において推計したもの。性・年齢階級別人口が同研究所の「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位（死亡中位））の
値に一致するよう補正を行っている。

（注３）「出生率上昇、移動均衡」は、上記「日本の地域別将来推計人口」のデータを用いて、現行程度の地域間の出生率格差を残しつつ、全国の合計特殊出
生率の水準が2030年に1.8程度、2040年に2.07程度と上昇し、かつ、2040年までに移動が均衡した場合（純移動率がゼロとなった場合）について、まち・ひ
と・しごと創生本部事務局において推計を行ったものである（全国の推計値で補正を行っている）。
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過疎化が進む地域の人口推移

○過疎化が進む地域では、人口が現在の半分以下に

【出典】国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会「国土の長期展望」中間とりまとめ

地域活動および近所付き合いの程度

○地域から孤立している人は全体の２割を占める



高校卒業後の予定進路（両親年収別）
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高校卒業後の予定進路（両親年収別）

○家庭の経済状況と進学に相関関係がみられる

【出典】東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策研究センター「高校生の進路追跡調査 第１次報告書」（２００７年）

家庭を巡る状況

（千世帯）

注） １ 一般世帯とは、(1)住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者（ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込
みの雇人については、人数に関係なく雇主の世帯に含む）、(2)(1)の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに
下宿している単身者、(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者を指す。
２ 1960年は、1％抽出結果による。

資料 1960年～2000年は総務省「国勢調査」、2020年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）2005（平成17）年8
月推計」より作成。
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○核家族世帯が増加している



母子世帯・父子世帯数の推移
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注１：母子（父子）世帯とは、死別・離別・その他の理由（未婚の場合を含む）で、すでに配偶者のいない65歳未満の女（男）（配偶者が長期間生死不明の場合も含む。）と20

歳未満のその子（養子を含む）のみで構成している世帯をいう。

○母子世帯の数は増加傾向にある

【出典】厚生労働省 平成25年 国民生活基礎調査より

【出典】内閣府男女共同参画局：男女共同参画白書 平成25年度版

共働き世帯の推移

○共働き世帯が増加している



【出所】厚生統計要覧、厚生労働省
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生活保護率年次の推移 山野委員提出資料より

○平成23年度の保護率は、昭和40年度と同程度である

子育てに不安はあるか

子育てについての悩みや不安

○保護者の４割が悩みや不安を抱えている

【出典】文部科学省委託調査：家庭教育の活性化支援等に関する特別調査研究（平成20年）
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法成立時
から4倍弱

虐待防止
法成立

【出典】厚生労働省（2013）「2013年7月報道発表資料 」
子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第９次報告の概要）及び児童虐待相談対応件数等

児童虐待の増加 山野委員提出資料より

○児童虐待相談対応件数は増加している

近年の学校増減数と学校規模の推移
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小学校規模 中学校規模

（学校規模）（学校減少数）

小・中学校では、児童生徒数の減少等に伴い統廃合が進行。高等学校においても、少子化による
生徒減少と多様化・複雑化する社会状況の変化の下、各県において、県立高校の再編整備が進ん
でいる状況。

出典：学校基本調査



学校以外の団体などが行う自然体験活動への参加率
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【出典】独立行政法人国立青少年教育振興機構（2014）
「青少年の体験活動等に関する実態調査（平成24年度調査)」

（注）平成23年度は調査が実施されていない。

○学校以外の団体などが行う自然体験活動への参加率は、低下傾向にある
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日本の若者の自己認識

【出典】内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（平成25年度）」

○日本の若者は諸外国と比べて、自己を肯定的に捉えている者の割合が低い

自分自身に満足している
※「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した者の合計

調査対象者：満13歳から29歳の男女



◆米中韓の生徒に比べ、日本の生徒は、「自分を価値ある人間だ」という自尊心を持っている割合が半分以下
「自らの参加により社会現象が変えられるかもしれない」という意識も低い。

（出典）
（財）一ツ橋文芸教育振興会、
（財）日本青少年研究所
「高校生の生活意識と留学に関する
調査報告書」（2012年4月）より
文部科学省作成
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中国
韓国

10.2 27.1 40.9 18.6

14.0 39.3 19.5 9.5

17.4 40.9 29.4 9.9

11.7 54.8 26.9 5.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

日本

米国

中国

韓国

①全くそう思う ②まあそう思う

③あまりそう思わない ④全くそう思わない

【問】私の参加により，変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない

（出典）（財）一ツ橋文芸教育振興協会，（財）日本青少年研究所「中学生・高校生の生活と意識－日本・アメリカ・中国・韓国の比較－（2009年2月）」より文部科学省作成
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中学生 高校生

自分の性格評価（高校生）

価値ある人間 自分はダメな人間

生徒の自己肯定感、社会参画に関する意識
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興味がある

規範等に関する青少年の意識

◆日本の若者は、他人に迷惑をかけてはならないという意識は相対的に高いが、積極的に困っている人を助け
ることの意識やボランティア活動への興味はやや低いというデータがある。

（出典）内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」（平成25年度実施）より ※各国13歳から29歳までの男女が対象。

ボランティア活動に興味があ
るか
（「ある」という回答の割合%)

「他人に迷惑をかけなければ、
何をしようと個人の自由だ」
（そう思う、どちらかと言えばそう思うの計%）

「困っている人を見たら、頼まれ
なくても助けてあげるべきだ」
（そう思う・どちらかと言えばそう思うの計%）
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親の世代と子の世代の体力・運動能力の比較

◆親の世代と比べて、身長、体重など子供の体格は向上しているが、体力・運動能力は依然低い水準。

〇親の世代（３０年前）との比較

＜体格＞ ＜テスト結果＞

※反復横とびは上昇している

（出典）文部科学省「平成25年度体力・運動能力調査」

（出典）文部科学省「平成25年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

中学校男子 中学校女子

身長（cm）

Ｓ５８ Ｈ２５

男子（１１歳） 143.1 145.0

女子（１１歳） 145.2 146.8

体重（kg）

Ｓ５８ Ｈ２５

男子（１１歳） 36.5 38.3

女子（１１歳） 37.7 39.0

50m走（秒）

Ｓ５８ Ｈ２５

男子（１１歳） 8.70 8.90

女子（１１歳） 8.98 9.12

ソフトボール投げ（m）

Ｓ５８ Ｈ２５

男子（１１歳） 34.47 28.41

女子（１１歳） 20.47 16.85

握力（kg）

Ｓ５８ Ｈ２５

男子（１１歳） 21.60 20.04

女子（１１歳） 19.81 19.74

反復横とび（回）

Ｓ５８ Ｈ２５

男子（１１歳） 42.65 45.79

女子（１１歳） 40.50 43.02

◆運動する子供としない子供が二極化している。

日本語指導が必要な外国人児童生徒数

平成14年度 平成24年度

小学校

12,523

人

17,154

人

平成14年度 平成24年度

中学校

5,317

人

7,558

人

１．４倍

通級による指導を受けている児童生徒数 特別支援学級・特別支援学校（注）に在籍

する児童生徒数（国・公・私立計）

（注） 平成５年度の特別支援学校は、盲・聾・養護学校に在籍
する児童生徒数を合計した数字

(注) 平成５年度については、盲・聾・養護学校に在籍する児童
生徒数
を合計した数字。

（注） 要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者をいい、
準要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者に準ず
る程度に困窮している者をいう。

要保護及び準要保護（注）の児童生徒数

小学校 中学校

平成５年度 平成25年度

２．１倍

小学校・小学部

平成５年度 平成25年度

１．９倍

中学校・中学部

平成７年度 平成２４年度

１．８倍

要保護

平成７年度 平成２４年度

２．１倍

準要保護

特別支援学級
45,650人

特別支援学級
120,906人

8.7

万人

15.3

万人

139.9

万人

特別支援学校

29,201人
特別支援学校

37,619人
特別支援学校

21,290人

特別支援学級

23,600人

特別支援学級

53,975人

特別支援学校

29,554人

１．４倍

平成５年度 平成２４年度

１．８倍

0.17
%

0.31
%

小学校 中学校

平成５年度 平成２４年度

２．１倍

2.56

%1.24

%

不登校児童生徒の割合 学校内での暴力行為の件数

平成１８年度 平成２４年度

２．２倍

小学校

3,494

件

7,542

件

平成１８年度 平成２４年度

中学校

27,540
件

34,528
件

１．３倍

（注） 国・公・私立学校のデータ （注） 国・公・私立学校のデータ （注） 公立学校のデータ

67.9

万人

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 （出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 （出典）文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」

（出典）文部科学省「通級による指導実施状況調査」 （出典）文部科学省「学校基本調査」 （出典）文部科学省調べ

平成５年度 平成25年度

５．９倍

11,963人

平成５年度 平成25年度

２３．５倍70,924人
6,958人

(注)・通常の学級に在籍しながら週に１～８単位時間程度、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場で行う
教育形態。

・平成18年度から通級による指導の対象にLD及びADHDを加えた。
・小・中学校における通常の学級に在籍する発達障害（LD・ADHD・高機能自閉症等）の可能性のある児童
生徒の割合は、６．５％程度と推計されている。（平成24年文部科学省調査。なお、学級担任を含む複数
の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものではない。）

296人

学校現場が抱える課題の状況
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●教員の勤務時間は参加国中で断トツに長い!人員不足感も大きい

（時間）

勤務時間の合計

授業

事務業務

授業計画･準備

＜１週間あたりの勤務時間＞

同僚との共同作業/話
し合い

学校運営業務

34カ国/地域
中で最長課外活動

(ｽﾎﾟｰﾂ/文化)

日本日本

参加国平均

我が国の教員の現状と課題（TALIS2013結果より）

○日本の教員の１週間当たりの勤務時間は参加国最長（日本53.9時間、参加国平均38.3時間）
○課外活動（スポーツ・文化活動）の指導時間が特に長い（日本7.7時間、参加国平均2.1時間）
ほか、事務業務（日本5.5時間、参加国平均2.9時間）が長い



教育改革の動向や
地方創生の動きに関する参考資料

「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問(平成26年11月）の概要

１．新しい時代に求められる資質・能力を踏まえた、初等中等教育全体を通じた改訂の基本方針、
学習・指導方法の在り方（アクティブ・ラーニング）や評価方法の在り方等

２．新たな教科･科目等の在り方や、既存の教科･科目等の目標･内容の見直し

○グローバル社会において求められる英語教育の在り方（小学校における英語教育の拡充強化、
中・高等学校における英語教育の高度化）

○国家及び社会の責任ある形成者を育むための高等学校教育の在り方

・主体的に社会参画するための力を育てる新たな科目等

・日本史の必修化の扱いなど地理歴史科の見直し

・より高度な思考力等を育成する新たな教科・科目

・より探究的な学習活動を重視する視点からの「総合的な学習の時間」の改善

・社会的要請も踏まえた専門学科のカリキュラムの在り方など、職業教育の充実

・義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための教科・科目等 など

３．各学校におけるカリキュラム･マネジメントや、学習･指導方法及び評価方法の改善支援の方策

◆ 子供たちが成人して社会で活躍する頃には、生産年齢人口の
減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会
や職業の在り方そのものも大きく変化する可能性。

◆ そうした厳しい挑戦の時代を乗り越え、伝統や文化に立脚し、高
い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら価値
の創造に挑み、未来を切り開いていく力が必要。

◆ そのためには、教育の在り方も一層進化させる必要。

◆ 特に、学ぶことと社会とのつながりを意識し、｢何を教える
か｣という知識の質・量の改善に加え、「どのように学ぶか」と
いう、学びの質や深まりを重視することが必要。また、学び
の成果として「どのような力が身に付いたか」という視点が重
要。

趣旨

⇒平成28年度中を目途に答申、2020年（平成32年）から順次実施予定

審議事項の柱



アクティブ・ラーニングの視点からの
不断の授業改善

◆ 習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭
に置いた深い学びの過程が実現できているかどうか

◆ 他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深め
る、対話的な学びの過程が実現できているかどうか

◆ 子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り
返って次につなげる、主体的な学びの過程が実現できているかどうか

新しい時代に必要となる資質･能力の育成

育成すべき資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

◆ グローバル社会において不可欠な英語の能力の強化（小学校
高学年での教科化等）や、我が国の伝統的な文化に関する教育
の充実

◆ 国家・社会の責任ある形成者として、また、自立した人間として
生きる力の育成に向けた高等学校教育の改善（地理歴史科にお
ける「地理総合」「歴史総合」、公民科における「公共」の設置等、
新たな共通必履修科目の設置や科目構成の見直しなど抜本的
な検討を行う。） 等

何を学ぶか どのように学ぶか

育成すべき資質･能力を育む観点からの
学習評価の充実

①「何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）」

各教科等に関する個別の知識や技能など。身体的技能や芸術表現のための技能等も含む。

②「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」

主体的･協働的に問題を発見し解決していくために必要な思考力･判断力･表現力等。

③「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（人間性や学びに向かう力等）」

①や②の力が働く方向性を決定付ける情意や態度等に関わるもの。以下のようなものが含まれる。

・主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する能力など、いわゆる「メタ認知」に関するもの。

・多様性を尊重する態度と互いの良さを生かして協働する力、持続可能な社会作りに向けた態度、リーダーシップやチームワーク、感
性、優しさや思いやりなど、人間性に関するもの。

何ができるようになるか

3

学習指導要領改訂の視点

○ 新たな時代を見据えた教育改革を進めるに当たり重要なことは、子供たち一人ひとりに、それぞれの夢や目標の実現に向けて、
自らの人生を切り拓き、他者と助け合いながら、幸せな暮らしを営んでいける力を育むための、初等中等教育から高等教育まで
を通じた教育の在り方を示すこと。

○ 高等学校教育及び大学教育においては、義務教育までの成果を確実につなぎ、それぞれの学校段階において「生きる力」「確
かな学力」を確実に育み、初等中等教育から高等教育まで一貫した形で、一人ひとりに育まれた力を更に発展・向上させる必要。

初 年 次 教 育

幼稚園･保育所・認定こども園幼稚園･保育所・認定こども園

小･中学校小･中学校

高等学校高等学校

大 学大 学

高等学校教育の質の確保･向上

大学教育の質的転換の断行
専
門
学
校
等

専
門
学
校
等

就
職
等

就
職
等

大学入学希望者
学力評価テスト（仮称）

アドミッション･ポリシーに基づく
多元的評価を重視した個別選抜の確立

高等学校基礎学力テスト（仮称）※
※「高等学校基礎学力テスト（仮称）」は、入学者選抜への活用を本来の目的とするものではなく、進学時への活用は、調査書
に その結果を記入するなど、あくまで高校の学習成果を把握するための参考資料の一部として用いることに留意。

「
生
き
る
力
」
「
確
か
な
学
力
」
を
確
実
に
育
成

中教審答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」をもとに作成

高大接続の実現に向けた高等学校教育、
大学教育、大学入学者選抜の一体的改革



「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」（平成２６年１２月２２日中央教育審議会答申）を踏まえ、高大
接続改革を着実に実行する観点から、文部科学省として今後取り組むべき重点施策とスケジュールを明示し、体系的かつ集中的な施策展開を図る

平成２７年１月１６日 文部科学大臣決定プランの趣旨

多様な背景を持った学生の大学への受け入れが促進されるよ
う、大学入学希望者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評
価する大学入学者選抜に改革
特に、各大学の個別選抜においては、教育カリキュラムや教育
改革と連動した入試改革を進めるため、アドミッション・ポリシー
に基づき、学力の三要素を踏まえた多面的・総合的な選抜方法
を促進

具体的な施策

１ 各大学の個別選抜の改革

○個別選抜改革を推進するための法令改正 【平成２７年度中を目途に改正】
• アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）の一体的な策定について義務付け

る
• 認証評価に関する省令を改正し、認証評価の評価項目に入学者選抜を明記

○大学入学者選抜実施要項の見直し 【平成２８年度大学入学者選抜実施要項（平成２７年度）以降順次実施】
• 適切なルールの下での入学者選抜全体の多面的・総合的な評価への転換を図るため、一般入試、推薦入試、AO入試の区分を廃止した新たなルールを構築するために、大学入

学者選抜実施要項を見直す

○アドミッション・ポリシーの明確化 【平成２６年度中に事例集、平成２７年度中にガイドライン作成】
• 事例集やガイドラインの作成・提供

○個別選抜改革の推進のための財政措置 【取組の推進、財政措置の在り方を検討し平成２７年夏を目途に具体策を取りまとめ】

２ 「高等学校基礎学力テスト（仮称）」及び「大学
入学希望者学力評価テスト（仮称）」の実施

高等学校教育・大学教育・大学入学者選抜を通じて、学力の三
要素をはじめとした、これからの時代に求められる力を育成・評
価するために、学力評価のための新テストの在り方について一
体的な検討を行うとともに、新テストの一体的実施や新たな評価
方法の開発等を行う組織を整備

○｢高等学校基礎学力テスト(仮称)｣は平成31年度から、「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」は平成32年度からの実施を目指し、専
門家の知見を活用しつつ、一体的な検討を実施
• 平成27年中を目途に専門家会議の検討結果をとりまとめ
• 平成29年度初頭に「新テストの実施方針」を策定・公表
※新テストの出題内容や範囲、プレテストの実施内容やスケジュール、正式実施までのスケジュール

• 「高等学校基礎学力テスト」は平成29年度中を目途に、「大学入学希望者学力評価テスト」は平成30年度中を目途にプレテストを実施
• 「高等学校基礎学力テスト」は平成30年度初頭を目途に、「大学入学希望者学力評価テスト」は平成31年度初頭を目途に「実施大綱」（新テストの具体的内容）を策定・公表

○新テストの実施主体の設立 【平成２９年度を目途に設立】
• 独立行政法人大学入試センターを改組した新たな組織は、新テストの実施、個別選抜等の支援、専門的人材の育成、入学者選抜や学力評価についての新しい方法の開発等を

目的とする

義務教育までの成果を確実につなぐとともに
高等学校教育の質の確保・向上を図り、生徒
に、国家と社会の形成者となるための教養や
行動規範、自分の夢や目標をもって主体的に
学ぶ力を身につけさせる

３ 高等学校教育の改革

○多様な学習活動・学習成果の評価 【平成２８年度中に調査書や指導要録を改訂】
• 専門家会議で検討を行い、調査書や指導要録を改訂

○学習指導要領の見直し 【平成２８年度中に答申】
• 高等学校学習指導要領について、①｢何を教えるか｣ではなく「どのような力を身に付けるか｣の観点に立って､②そうした力を確実に育むた
め、指導内容に加えて、学習方法や学習環境についても明確にしていく観点から見直しを行う

４ 大学教育の改革

多面的・総合的な評価等の大学入学者選抜改革と連動して、
多様な学生が切磋琢磨し相互に刺激を与えながら成長する場を
創成するとともに、大学教育の質的転換を断行し、学生が高等
学校教育までに培った力をさらに発展・向上させ、予測困難なこ
れからの社会に出て自ら答えのない問題に対して解を見出して
いく力を身につけさせる

○大学教育の質的転換 【平成２７年度中を目途に制度改正】
• 各大学において、全学的な教学マネジメントの下で、双方向の授業や主体的な学修への転換が促進されるための法令改正（SDの義務化をはじめとする学長を補佐する体制の充

実）を実施

○学生の学修成果の把握・評価の推進 【平成２７年度中を目途に制度改正】
• 認証評価制度について、学修成果や内部質保証（各大学における成果把握と改善の取組）に関する評価を推進

○大学への編入学等の推進 【平成２７年度中を目途に制度改正】
• 高校専攻科修了生の大学への編入学について、中央教育審議会における検討結果を踏まえ、必要な制度改正を実施

○課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びの推進と高等学校教員の資質能力の向上 【速やかに実施】
• 課題の発見と解決に向けた生徒の主体的・協働的な学習・指導方法の充実のために必要な方策について検討し、普及を図る
• 教員の養成・採用・研修の改善について、中央教育審議会で具体的な方策の検討を行い平成28年度中を目途に制度改正

高大接続の実現に向けた一体的改革（高大接続改革実行プラン（概要））

趣旨・

位置付け
□ 学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校まで
の義務教育を一貫して行う「義務教育学校」を新たな学校の種類として規定（学校教育法第１条関係）

設置者・

設置義務

□ 国公私いずれも設置が可能（学校教育法第２条関係）

□ 市区町村には、公立小・中学校の設置義務があるが、義務教育学校の設置をもって設置義務の履行（学
校教育法第38条関係）

目標・

修業年限
□ 義務教育学校の目的：心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育について、基礎的なもの
から一貫して施すこと（学校教育法第49条の２関係）

□ ９年（小学校・中学校の学習指導要領を準用するため、前期６年と後期３年の課程に区分）（学校教育法
第49条の４及び第49条の５関係）

教職員関係 □ 市区町村立の義務教育学校の教職員給与は、国庫負担の対象（義務教育費国庫負担法第２条関係）

□ 小学校と中学校の免許状の併有を原則（当分の間は例外あり）（教育職員免許法第３条及び附則第20項
関係）

施設整備 □ 施設費国庫負担・補助の対象（小・中学校と同様に、義務教育学校の新築又は増築に要する経費の1/2
を負担等）（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条及び第12条関係）

1．学校教育法等の一部を改正する法律（概要） ※ 就学指定、教育課程の特例等については、政省令で規定する予定

平成２８年４月１日（施行前でも義務教育学校設置のための準備行為は可能）

２．施行期日

（施設一体型）
義務教育学校

中学校

小学校

（施設分離型）
義務教育学校

市町村

学校設置
義務の履行

b校舎a校舎

（参考：義務教育学校のイメージ）

小中一貫教育を行う新たな学校種の制度化（法律の概要）



校長

C中学校

B小学校
A小学校校長

校長

学校運営
協議会

○小中一貫教育を実施している学校の１５％においてコミュニティ・スクールを導入。
○小・中学校の学校運営協議会を合同で開催したり委員を兼務させるなど、中学校区全体での
情報共有を図る工夫により、地域ぐるみで義務教育９年間の学びを支える体制を構築。

小中一貫教育とコミュニティ・スクールは、ともに教育改革にとって重要なツールであり、
一体となって相乗効果を発揮していくことが求められる。

（パターン１）
・全校の学校運営協議会の委員全員を同一メンバーで構成し合同開催。

（パターン２）
・各校の学校運営協議会に加え、中学校区全体を統括するコミュニ
ティ・スクール委員会を設置。委員は兼務。

（パターン３）
・各校の学校運営協議会の代表が集うブロック協議会を設置。

（パターン４）
・合同会議等は開催しないが、一部の委員が兼務。

＜複数の学校で一体的な学校運営協議会を設置するねらい＞
○9年間を通じた目標等の共有による系統的な学校運営の実現
○指定学校全体としての学校と地域の協働の推進
○会議を個別・合同と重ねて開催する必要がなく、学校及び委員の負担が軽減され、
効率的・効果的な運営が実現

○単独では設置が厳しい学校における学校運営協議会の設置が拡大

小中一貫教育を行う新たな学校種の制度化（コミュニティ・スクールとの一体的推進）

【各地域における様々な工夫の例】○○中学校区
コミュニティ
・スクール
委員会

学校運営
協議会

学校運営
協議会

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（中間まとめ）
○「チームとしての学校」が求められる背景

○「チーム学校」を実現するための視点とその方策

○ 学校教育の質的充実に対する社会的要請の高まり

・主体的・協働的に学ぶ課題解決型授業 （アクティブ・ラーニング）
の実施や小学校英語教育などの新たな教育課題への対応

○ 多様化・複雑化する子供の状況への対応

○ 教員の専門性だけでは対応が困難になっており、教員の専門性の向上を図るとともに、教員に加えて多様な専門スタッフを配置し、
様々な業務を連携・分担してチームとして職務を担う体制を整備

⇒ 学校の教職員構造を転換、学校の教育力・組織力を向上させ、一人一人の子供の状況に応じた教育を実現

専門性に基づくチーム体制の構築 （教員、事務職員、専門スタッフ等が連携・分担し、それぞれの専門性を発揮できる体制の構築）

学校のマネジメント機能の強化 （校長がリーダーシップを発揮できる体制の整備）

教員一人一人が力を発揮できる環境の整備 （教職員の人材育成や業務改善等の取組を推進）

○管理職を補佐する主幹教諭配置促進のための加配措置の拡充

（予算関連）（制度関連）
○学校教育法上の事務職員の職務規定の見直し
○主幹教諭育成のため実践的な研究プログラムを開発

（予算関連）
○アクティブ・ラーニングの実施や特別支援教育等に対応するため
に必要な教職員定数措置の拡充

○心理的・福祉的な専門スタッフの学校における位置付けを明確にし、
配置充実につなげるため、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーを法令に位置付け

○効率的・効果的な校務運営を実現するため、業務改善に関する取組
事例等をまとめた指針の作成
○文部科学大臣優秀教職員表彰において、学校単位等の取組を表彰

○アクティブ・ラーニング実施等のために必要な研修が実施されるよう、
小規模市町村における指導主事配置を支援

（制度関連）

（その他） （予算関連）

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを将来的に
教職員定数として算定し、国庫負担の対象とすることを検討

○事務職員の配置の更なる拡充を実施

視点２

視点１

視点３

多様な専門スタッフをひとつのチームとしてまとめるために、これまで以上に学校のマネジメントを確立、学校の組織力・教育力を向上

多様な専門スタッフが子供への指導に関わることで、教員のみが子供の指導に関わる現在の学校文化を転換

我が国の教職員の現状

・我が国の学校は、教員以外の専門スタッフの割合が諸外国と比べて低い現状
・日本の教員は授業以外に生徒指導、部活動等の授業以外の業務を多く行っており、授業等に専念することができない現状

社会の変化と学校を取り巻く状況の変化

・いじめ・不登校などの生徒指導上の課題や特別支援教育への対応など、
子供を取り巻く環境が複雑化・困難化
・貧困問題への対応や地域活動など、学校に求められる役割も拡大

○教員以外に、部活動の指導、顧問、単独での引率等を行うことが
できるよう部活動支援員（仮称）等を法令に位置付け ○部活動支援員（仮称）を任用する際の必要な研修について検討

（その他）
○校長裁量経費の拡大等、学校の裁量拡大を一層推進

○人事評価の結果を任用・給与などの処遇や研修に適切に反映

○地域との連携の推進を担当する地域連携担当教職員（仮称）を法令上明確化


